
文化・芸術の街を
もっと身近に

【今月の催し物】
＆

【チケット情報】

若手Ｎo.１フルート奏者の高木綾子
と世界的ピアニストの岡崎ゆみが共
演。フルートとピアノが織り成す心安
らぐ緩やかなリズム、絶妙のハーモニ
ーをお楽しみください。
●プログラム　
牧神の午後への前奏曲（ドビュッシ

ー）、パンの笛（ムーケ）、カルメン幻
想曲（ボルヌ）、ラ・カンパネラ（リス
ト）、ノクターン遺作（ショパン）ほか
●午後3時開演　
●指定Ｓ席3,000円（会員2,500円）
指定Ａ席2,000円
●送迎バス　
都留市駅前　午後2時30分発（片道200円）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

11月21日に開催された「秋吉敏子ジャズオーケストラ
公演が今月BS2で全国放映されます。是非ご覧ください。

BS2【2月11日　24：00～25：30】

健康推進法第25条（受動喫煙の防止）に基づき、1月よ
り館内は禁煙となっております。ご理解とご協力をお願
いします。

くらしの相談窓口一覧表 毎日の暮らしの中で、「どこか相談にのってくれる機関はないかしら？」と悩
んだ時は、下記へご相談ください。
相談する時は早めに内容はできるだけ詳しく正しく具体的に申し出ましょう。

施 設 名 山梨県消費生活センター 山梨県消費生活センター地方相談室

住　　所 県立総合女性センター
〒400－0862 甲府市朝気一丁目２－２

富士吉田合同庁舎
〒403－0005 富士吉田市上吉田一丁目２－５

電　　話 055（235）8455（相談専用） FAX055（235）1077
テレフォンサービス　055（233）3399 05555（24）9030（相談専用） FAX0555（24）9031

相談受付 火～日曜日　（9時～17時） 月～金曜日　（9時～12時）（13時～16時）

休 館 日 月曜日・祝日の翌日・年末・年始 土曜日・日曜日・祝日・年末・年始

相談会 主　　催 相談時間等 電話番号
消費生活センター 山梨県 第2､4木曜日　13：00～16：00 055(235)8455
県民生活センター 山梨県 10日 ､  25日　13：00～16：00 055(223)1366
県女性相談所 山梨県 第３火曜日　13：00～16：00 055(254)8635
交通事故相談 自動車保険請求相談センター 第３木曜日 13：00～16：00 055(228)8335
高齢者総合相談センター 長寿やまなし新興財団 毎週水曜日 13：00～16：00 055(254)0110

相談内容 問合先 電話番号
行政・法律相談、交通事故相談、内職の相談、土地・住宅（賃貸他）の相談 県民相談センター 055（223）1366～1369
交通事故相談 南都留合同庁舎 （45）7800
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